
オーナー間の交流を軸に情報交換と相互に助け合う
全国初のオーナー会組織

5th Anniversary

LPオーナー会 本部
〒453-0029 名古屋市中村区日吉町30-3 IMKビル 202

TEL.052-880-0021  FAX.052-880-0022

名古屋駅前事務所
〒453-0015 名古屋市中村区椿町20-15 名古屋国鉄ビル3階

TEL.052-414-4430  相談TEL.052-414-4418

ホームページを見て問題解決！
オーナーさんだけにお知らせしているホームページアドレスです。
2015年より、一般のオーナーさんと入会された会員専用のホームページの
2つをご用意し、会員さんには、より充実した内容をお伝えする事にしました。
会員さんには、「ユーザー名」と「パスワード」を入会時にお知らせします。
　　　　　　　　　　　　

http://leopalace-owner.sakura.ne.jp/

お気に入り登録しよう！

お気に入り登録しよう！

一般

http://leopalace-owner.com/会員 一般

家賃減額で困った方は、何でもご相談下さい。

LPオーナー会とは、
オーナーの オーナーによる
オーナーのためのオーナー会 です。



明けましておめでとうございます。
おかげさまで設立５周年を迎える事ができました。
オーナーさん同士の情報交換と情報共有は、レオパレスのサブリース事業の継続には、欠かせな
いものと確信しています。この会は、「オーナーの組合組織」そのもので、助け合いの精神です。
オーナーひとりでは、大きな企業に立ち打ちできません。まさにこのＬＰオーナー会が設立される
まで、オーナーさんはレオパレスの支配下にあり契約解除におびえ、泣く泣く家賃減額に応じるほ
かない状態でした。
しかし、ＬＰオーナー会会員は、会員が望まなければ家賃は減額されていません。入会すれば減

額されない事をすぐに体験できます。それどころか減額された家賃を裁判によって取り戻す試みをしています。平成３１
年は、今まで提起してきた訴訟の判決が次 と々出て来ます。特に１０年未満に減額された方の家賃増額の判決は、多くの
オーナーさんたちに影響を及ぼすでしょう。
平成３０年は、レオパレスの違法建築に始まり、オーナーさんと入居提携している企業と一般入居者に大きな不安と大迷
惑をかけ、レオパレスは大きく信用信頼を失墜しました。
テレビ東京のガイアの夜明けで「終了プロジェクトの実態」「違法建築の隠ぺい」が明らかにされました。
今のオーナーさんが次の建替えにレオパレスを選ぶ事はなくなるでしょう。「終了プロジェクト」の文面を掲載しています
ので一語一句逃さず読み込んでください。「共存共栄」の言葉に惑わされ、いつまでも家賃減額に応じていて良いので
しょうか？レオパレスの「終了プロジェクト」は、「共存共栄」とは、大きく相反するものです。
レオパレスの「終了プロジェクト」≠「共存共栄」に気が付いてください。
オーナーさんは、目を覚まして今後のアパート経営をじっくり考え、ＬＰオーナー会の活動をご理解ください。今後出て来
る裁判の結果をしっかり受け止め理解し行動してください。
さて、裁判で次 と々明るみになった驚きの事実をご紹介します。
①大幅な家賃減額交渉は、「終了プロジェクト」の一環だった。②家具家電品は、「リース品」だった。（契約では、レオパレ
スの所有品であるべきです）③プロパンガス設備の所有者は、皆さんオーナーではなかった。（ガス会社の所有だった）こ
れら３つは、オーナーの信用信頼を大きく損なう所業です。
昨年は新潟支部が発足し、全国支部は６拠点になり、着実に会員が増えています。新潟支部は、駐輪場の違法建築を発
見するなど活発に活動されています。

最後に５年間の成果を振り返ると、レオパレスは平成２９年１２月、国土交通省の賃貸住宅管理業者登録制度についに登
録しました。弊会が目標に掲げ達成した１つの成果です。
平成３０年は、全アパートの違法建築調査が実施され隠ぺいされていた違法建築の一掃に貢献しました。会の継続活動
がレオパレスを誠実な会社に一歩一歩前進させた証です。
「違法建築被害者の会」は、弊会専属建築士が関わり確実な調査と補修工事を進め、合法的なアパートに再生します。
違法建築のまま事業継続しないために建築知識を持たないオーナーさんは、入会して将来に向けた安心安全なアパート
経営に努めてください。今後の会の活動がレオパレスにとって信用信頼を取り戻す一助になると信じています。
会とレオパレスが手を携え共存共栄の道を歩める日を待ち望んでいます。

皆様にとって良い年になることを心よりお祈り申し上げます。 LPオーナー会 代表　前田 和彦

LPオーナー会の理念

会員の利益を第一に考え、互いに助け合い、会員が一致
団結して次の世代に幸せを引き継げるアパート経営を目指す。

オーナーと会社が共に繁栄し、共存共栄を図りながら、
事業パートナーとして誠実で堅実な会社の育成を図る。

●会員のアパート経営を支え、次世代に喜ばれる優良資産を遺す。
●オーナーと会社が手を携え、共に繁栄し共存共栄を目指す。
●会社を監視し、順法精神に則り契約書の内容を正しく履行させる。

■会員は、会の承諾なしにレオパレスの契約書・確認書に署名捺印しないこと。
■会員全員がレオパレス減額に対し毅然とした態度で臨む事を徹底する。

2019年 年間方針

1
2

21

■家賃増額訴訟の結果を踏まえ、訴訟提起を支援する。
■家賃増額裁判結果の広報と対策で被害者を救済する。

■違法建築被害者の会を中心に会員をサポートする。
■違法建築の責任追及と賠償請求を求める。

■違法建築未修繕箇所を追及して処分を促す。
■国土交通省と面談を重ね「建設業許可取消」を達成する。



幹事交代につき 

掲載を削除
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会員の全員が家賃減額に応じない事になっています
会員規約で減額に応じないルールになっています。
さらに徹底した家賃減額阻止支援＋交渉サポート資料配布します。
※レオパレスから家賃減額訴訟を受けた場合は、会員全員から2,000円の寄付を募り裁判費用を援助します

1

家賃交渉の場所に会事務所を無料で提供します2

専属弁護士が家賃交渉を代行します
家賃交渉を専属弁護士が54,000円と実費でレオパレスとの家賃交渉
を行ない家賃減額を確実に阻止します。

家賃交渉を会の名古屋駅前事務所で実施してください。
会役員が同席し、交渉に助言を行います。

3

会員専用ホームページが閲覧でき密度の濃い情報を共有できます4

LPオーナー会 入会特典

家賃増額訴訟の数々
「１０年未満に減額された方の会」の活動の一環として
①平成29年2月22日
②平成29年9月7日
③平成29年１１月27日

会を代表して1名が家賃増額訴訟
錯誤に依る家賃減額合意の無効訴訟
脅迫に依る家賃減額合意の無効訴訟  

収益向上の活動のご紹介

平成29年11月27日　脅迫に依る家賃減額合意の無効訴訟 平成29年9月7日　錯誤に依る家賃減額合意の無効訴訟

支部名
西関東支部
静岡支部
関西支部
北信越支部
九州支部
新潟支部

日付 開始時刻 終了時刻
6月
9月
6月
6月
5月
7月

29日
7日
15日
1日
18日
6日

13:20 16:40

開催場所
ABCアットビジネスセンター東京駅会場

クリエート浜松
大阪産業創造館
石川県女性センター
リファレンス駅東ビル
駅まえオフィス貸会議室

費　用

各会場共3,000円

開催時間2019年スケジュール
7月 16:00～　12月 11:00～

11:00～15:00
7月28日
4月20日

セミナー＆懇親会
セミナー＆ランチ会

12月1日
9月28日

費　用
7月 8,000円　12月 11,000円

5,000円

各支部セミナー開催予定

ＬＰオーナー会　年間セミナースケジュール表

10年を過ぎて減額された方の裁判
平成29年10月5日　家賃増額訴訟　過去に2回の減額があったため、怒りの訴訟に踏み切った！

家賃交渉のポイント 銀行金利情報

家賃増額時の契約書紹介 オーナーのお得情報

家賃交渉の実態 裁判事例の掲載

屋根貸し太陽光発電設備の
撤去に伴う弁護士意見書

10年未満に減額された方の
会の進捗状況

契約してはいけない
契約書の公開 相続時の契約書の紹介

建物メンテナンスに
抗議する会の進捗状況 レオネットの解約情報

レオパレスの動向をいち早くお知らせ

※資料は、レオパレスに見せたり渡したりしないで下さい

レオパレスに対する集団訴訟の数々

名古屋地裁
家具家電メンテナンス未払い請求

平成28年
11月25日

家具家電が契約通り交換
されていなかった612,045,015円165名

集団訴訟名日付 訴訟内容請求金額原告

8月名古屋地裁と9月東京地裁
建物メンテナンス契約不履行

平成29年
8月29日・9月20日

修繕目安表通り実施されて
ない490,390,662円97名

名古屋地裁
プロパンガス工事代金返還請求訴訟

平成29年
12月20日

プロパンガス設備がオーナー
の所有物ではなかった399,640,353円76名

名古屋地裁
レオネット費用返還請求訴訟

平成30年
4月8日

レオネット負担金は、支払う
必要がなかった185,933,680円62名

1,688,009,710円
（約17億円）400名合計

平成28年11月25日　家具家電メンテナンス未払い請求
東海テレビみんなのニュースONEで放送の様子　提供：東海テレビ

平成29年8月29日・9月20日　建物メンテナンス契約不履行
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平成30年は、「違法建築元年」とも言えるオーナーにとっては、衝撃的な1年でした
オーナーの被害：アパートの担保価値「ゼロ評価」＝「資産価値ゼロ」負債超過に陥ったの
です。
1日も早く違法建築を補修し安心して暮らせるアパートにしなくてはいけません。

アパート経営の根幹を揺るがす重大な問題に直面しています。オーナーとして違法建築
は、自らの責任で修繕しなければなりません。そのために「被害者の会」を設立して、
レオパレスと団体交渉を続けております。

平成29年9月　
これ以上オーナー被害者を増やさないための一環として、レオパレスの建設業許可取消請願書を
国土交通省と消費者庁に提出しました。請願書だけでは建設業許可取消にはならないというアド
バイスを受け、まさかとは思いながらレオパレスの違法建築を捜索したところ、過去の週刊誌に
「ゴールドネイル」というシリーズが浮かび上がって来ました。

■平成３０年１月
　全国の会員にアンケート調査を実施したところ、千葉県で　　
　界壁新設の改修工事が見つかった。

■２月・３月
　このデータを基に三重県と岐阜県の「ゴールドネイル」　　
　シリーズを調査したところ、違法建築を発見。

■４月下旬の調査で
　「ゴールドレジデンス」に界壁不備を見つけ役所に通報。

■４月２７日
　レオパレスは、ゴールドネイルとニューゴールドネイル　　
　の違法建築を発表。

■５月２９日
　レオパレスは、さらに6シリーズの違法建築を国土交通省　　 
　にて記者会見発表。

■５月２９日夜
　テレビ東京「ガイアの夜明け」でレオパレスの違法建築を報道。

■５月３０日
　緊急ＬＰオーナー会役員会議で被害者の会設立を決定。

■６月１日
　名古屋市内にて「レオパレス違法建築被害者の会」設立宣言　
　の記者会見。

■６月７日
　「レオパレス違法建築被害者の会」設立。

■８月２２日　
　岐阜市オーナーが違法建築損害賠償請求訴訟提訴。

被害者の会 活動内容について

違法建築発見の経緯

レオパレスとの取決め事項      
①被害者の会：全員のリストに基づき進捗を一括管理できる一覧表を作成
②協議で決定した内容を厳守するという「誓約書」をレオパレスが提出
③修繕工事に関しオーナーの承諾を得て工事するという「誓約書」をレオパレスが提出

■平成30年7月23日
　レオパレスへ調査、修繕の期日及び調査作業マニュアルを通知。
　8月23日より毎月1回程度、
　被害者の会とレオパレスの協議を重ねる。

新潟県で平成２９年春、駐輪場の屋根が雪の重みに耐えかねて
破損していました。レオパレスから修理代金を請求されました。 
本来、このようなケースは、火災保険で処理できるはずです。
新潟支部役員がアドバイスして保険適用で修理しました。しかし
駐輪場の設備仕様を確認したところ太平洋側で設置する一般
的な駐輪場でした。 
新潟県は、多雪地帯であるため、建築基準法違反の疑いがあり
ます。新潟市内を調査した結果、他にも多くの違反駐輪場が発
見されました。 
全国賃貸住宅新聞１０月８日ＮＯ．１３３８号に掲載されました。 

駐輪場屋根の違法建築の疑いを
新潟支部が発見・通報

レオパレス違法建築の発見と対応
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レオパレスの終了プロジェクトメールの実態
右側のページは、2011年（平成23年）8月10日レオパレス社内で発信された  
「終了プロジェクト」の実態がわかる「社内メール」の一部始終です。  

オーナーと30年間の借上げ契約を謳いながら、このような終了プロジェクトと銘打って
大幅な家賃減額、契約解除を組織的に展開していたのです。

平成25年4月25日、共産党宮本議員が国会で「終了プロジェクト」を暴露されましたが、
弊会が気づいたのは平成26年5月でした。

多くのレオパレスオーナーさんの契約が解除されたり、契約から10年未満に家賃減額
の被害に遭いました。終了プロジェクトを知ってオーナーとレオパレスの共存共栄が
成立するのでしょうか？  

サブリース会社の相場家賃に対する借上げ率を弊会が愛知県で調査した結果です。
※アパートの建て替え時は、必ず事前調査して確認して下さい

  

借上げ家賃の実態

レオパレス21 80% 借上げ率最低水準

大東建託 90% パンフレットは、85％表示ですが
5％は、修繕積立金相当のため、実質借上げ率90％

東建コーポレーション 91% 家賃初期設定の70％を30年間保証

積水ハウス 90% 10年間家賃保証

大和ハウス 90% ２年毎更新

ミニテック 85%

ハウスメイト 90% 管理費用別途請求あり

会社名 借上げ率 補足事項
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LPオーナー会 専属の専門家がサポート

1413

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
弁護士の澁谷歩と申します。ＬＰオーナー会は平成31年１月に設立５周年を迎えるとお聞きしてお
ります。同会は、日々、会員の皆様と情報や意見を交換しつつ、各種部会をバックアップする等、幅広
く活動されております。私含め弁護団といたしましては、各種の集団訴訟や日々の法律相談等を通
じて、会員の皆様に少しでもお力添えできるよう尽くしていきたいと思います。

専属弁護士
しぶや あゆむ

澁谷 歩先生

ＬＰオーナー会設立５周年、おめでとうございます。ますますのご発展、祈念いたします。これからも、
皆さまの気持ちに寄り添い、皆さまの大切な財産である不動産を守り、活かし、そして次の世代へ承
継していくお手伝いができればと思っております。相続や贈与、家族信託、借入金の借換えなど不動
産に関する登記手続やご相談はもちろん、個人事業主から法人化への会社設立登記手続やご相談
についても承っております。皆さまのお役に立てることができれば幸いです。

専属司法書士
えんどう まほ

遠藤 真歩先生

日本最大手の火災保険会社の代理店となり、会員のアパートを火災・地震などの災害に備え、万が一の時は、かつてあっ
た共済会に代わる万全の補償で大切な資産をお守りします。 
地震保険では、100％の補償ができる「超保険」を会員の皆さん全員にお勧めしています。地震が原因の火災被害の補償
は、火災保険では、補償されませんので地震保険は、必須です。日本の中で地震が発生しないという場所は、ありません。
災害に遭ってから襲い掛かって来る終了プロジェクトで契約解除されれば銀行返済に行き詰ってしまいます。

保険業務提携会社 株式会社サンエキ 
弊会は、まだ東京海上日動火災保険会社の代理店登録を行って間もなく、会員の皆さんに、ご迷惑やご心配をおかけしないように
TOPクオリティの保険代理店と業務提携しています。 

利用優待契約企業 株式会社レクスト
株式会社レクストとLPオーナー会が企業提携契約を締結したことにより、LPオーナー会の会員さんがさまざまな特典を受けられる
ようになっています。LPオーナー会の会員証を提示して、会員特典をご利用ください。 
詳しくは、ホームページ（パートナー制度）をご覧ください。

代理店：

①2019年LPオーナー会総合申込書（ホームページTOP画面から申込書を印刷してください）
②建物賃貸借契約書のコピー
③賃料等振込み明細書のコピー（毎年1月下旬レオパレスから届いています）
④契約時のレオパレス２１事業計画書
⑤レオパレスからの「経年収支シミュレーション」（書類がある方だけで結構です）

（担当：黒木）

※振込手数料は、会員様のご負担でお願いします。

税務署から、会費は収益事業ではないと認定され、消費税が対象外となりました。

振込先　　三菱東京ＵＦＪ銀行　中村支店
普通預金　口座番号　0090856
名義人　　エルピーオーナーカイ

2019 年1月1日より

10,000円入会金

半年間で 1棟所有者…………9,000円（消費税は対象外）
半年間で 2棟以上所有者… 18,000円（消費税は対象外）

年会費

入会後 入会時は、半年分会費をお振込みください。
その後口座振替の手続きをお願いします。

書類送り先 〒453-0029　名古屋市中村区日吉町３０－３ ＩＭＫビル２０２
ＬＰオーナー会　本部　宛 まで

ＬＰオーナー会設立５周年、おめでとうございます。まだ設立前、前田代表から想いをお聞きしていた
頃からしますと感慨深いものがあります。さて私は、社会保険労務士としてＬＰオーナー会の皆様
に、主に年金生活に必要な情報提供を行っております。これまで10年以上にわたり数千人の方々と
年金相談をしてきた経験を活かし、年金（老齢・遺族・障害）で損をしないためのポイントをお伝えさ
せて頂いてます。皆様と年金に関するお話ができることを、楽しみにしております。

専属社会保険労務士
やまぎわ まさし

山際 昌司先生

LPオーナー会が設立5周年を迎えられ心よりお祝い申し上げます。我々フジ総合グループもその理
念に基づき、会員が互いに助け合い次の世代に幸せを引き継げるアパート経営を目指す為の一助に
なりたいと存じます。相続税は土地の評価次第で納税額に大きな差が生じることもあります。相続ト
ラブル増加の昨今、親族の死をきっかけに家族の仲が悪くなる不幸を無くす為には、事前に土地を
評価して具体的な評価額と納税額に基づいた遺産分割対策が効果的です。次の世代に揉め事の種
を残さない円満相続の為に、いつでもお気軽にご相談ください。

専属税理士
たむら よしたか

田村 嘉隆先生

明けましておめでとうございます。また、貴会も設立５周年を迎えられるとのこと、重ねておめでとう
ございます。さて、私は建築士として、昨年２月から関わらせていただくようになりました。建物の設
計及び工事監理を主な業務としていますが、２０年ほど前から欠陥住宅の問題にも取り組んでおり
ます。訴訟にも多く関わっており、その経験を生かして、少しでも皆様方のお役に立てるように頑張
りたいと思っております。

専属一級建築士
こうけつ まこと

纐纈 誠先生


